
                     

令 和 ５ 年 ４ 月 ４ 日 

国 土 交 通 省 

 

小型旅客船のハッチカバーに関する点検結果等について 
～知床遊覧船事故に関する運輸安全委員会の経過報告を踏まえた対応～ 

 

昨年４月に知床で発生した遊覧船事故に関し、同年１２月に運輸安全委員会から公

表された経過報告において国土交通大臣へ示された意見を踏まえ、ハッチカバーの確

実な閉鎖等に関する点検等を実施しました。また、小型旅客船の隔壁の水密化等につ

いて検討を行い、更なる安全性確保のための対策をとりまとめました。 

１．船首甲板開口部（ハッチカバー等）・避難港の点検・確認 

運輸安全委員会から国土交通大臣に対し、①小型旅客船の船首甲板開口部が確実に閉鎖

され浸水のおそれがないことを点検すること、②避難港の活用等について再確認すること

との意見が示されました。 

これを受け、国土交通省では、昨年１２月１６日から今年３月１５日までの間、限定沿

海以遠を航行区域とする小型旅客船を運航する全国の１，６４６事業者に対し、ハッチカ

バー等の閉鎖装置の作動状況・避難港の活用状況等について自主点検を実施するよう指導

しました。 

点検を実施した事業者のうち、１，５６５者については、特段の問題は確認されていま

せん。２９者については、自らがハッチカバー等の閉鎖装置の作動状況を確認して是正し、

７者については、国により不備が確認され、是正を指示・確認しております （添付資料

参照）。また、３者については、過去運航中にハッチカバー等のフタが開いたことがあり、

改めて発航前検査の徹底を指導しております。残る４２者については、冬季休業等により

現在一時的に運航を中止しており、今後、営業再開前までに国による確認を実施し、不備

を確認した場合には是正を指示いたします。 

２．小型旅客船の隔壁の水密化等の検討 

運輸安全委員会から国土交通大臣に対し、「安全性を更に高める観点から、小型旅客船の

隔壁の水密化に関し、検討すること。」との意見が示されました。 

これを受け、国土交通省では、学識経験者や造船技術者等からなる検討会を設置し、「隔

壁の水密化」等について検討を重ね、今般、小型旅客船の更なる安全性確保のための対策

をとりまとめました。 

検討会では、小型旅客船の実際の事故件数に基づく座礁等の発生確率や数値計算による

波の打ち込みの発生確率推定等を基に沈没に至るリスクを算出し、隔壁の設置等の各対策

を講じた場合の沈没リスク低減効果についての検証を行いました。 

その結果、限定沿海以遠を航行区域とする小型旅客船について、「水密全通甲板の設置」

及び「いずれの１区画に浸水しても沈没しないように水密隔壁の設置」を義務付けます。

また、当該安全対策を実施することが困難な船舶（既存船や5トン未満の小型船）に対して

は、代替措置として「浸水警報装置及び排水設備の設置」又は「不沈性の確保（全没水し

ないこと）」を義務付けます。今後、これらの安全対策を実施するための詳細を検討して参

ります。 

 



 

なお、４月４日（火）15 時から、本件について事務局より報道関係者を対象としたブリーフィン

グを行います。参加を希望される方は、ブリーフィング開始時間までに国土交通省（中央合同庁舎

第３号館）５階会見室にお集まりください。 

 

＜参考＞ 

 国土交通省プレスリリース「小型旅客船のハッチカバーの確実な閉鎖等を指導します。」（令和４年１２月１６日） 

 https://www.mlit.go.jp/report/press/kaiji06_hh_000279.html 

 

  

【問い合わせ先】 
１．について 

海事局  検査測度課 中尾・今村（内線 44-122、44-154） 
安全政策課 深石・長岡（内線 43-261、43-553） 

代表：03-5253-8111 
直通：03-5253-8639/8631 

２．について 
海事局  安全政策課 森吉・八田（内線 43-533、43-564） 

代表：03-5253-8111 
直通：03-5253-8631 



船首甲板開口部（ハッチカバー等）・避難港の点検・確認

点検対象事業者数 1,646

　安全確認を完了した事業者数 1,604

　季節休業中の事業者数 42

【船首甲板開口部（ハッチカバー等）】

①自ら不備を確認し修理した事業者数 29

　〈項目別の不備数〉 

　　・ハッチカバーのフタ、ヒンジ（蝶つがい）、パッキン及びコーミング（敷居） 1

　　・ハッチカバーのフタ及びクリップ（締付装置） 1

　　・ハッチカバーのフタ 5

　　・ハッチカバーのヒンジ（蝶つがい） 1

　　・ハッチカバーのパッキン 13

　　・ハッチカバーのクリップ（締付装置） 8

②国が不備を確認し是正を指導・確認した事業者数 7

　〈項目別の不備数〉 

　　・ハッチカバーのフタ 2

　　・ハッチカバーのヒンジ（蝶つがい） 1

　　・ハッチカバーのパッキン 1

　　・ハッチカバーのクリップ（締付装置） 3



小型旅客船の隔壁の水密化等の検討結果及び安全対策

検討結果

１. 事故発生状況解析 ２. 小型旅客船への波の打ち込み頻度推定
波の打ち込みによる浸水に対しては、
「水密全通甲板の設置」が最も効果が高
い。

座礁、衝突、接触による浸水、沈没に対し
ては、「水密隔壁の設置」が最も効果が高
い。

「浸水警報装置及び排水設備の設置」や
「不沈性の確保（全没水しないこと）」も
一定の効果有。

これらを元に沈没に至るリスクを算出。

各対策（隔壁の設置等）を実施した場合に沈没のリスクがどれほど低減されるかを比較。

検討概要

※ 海象データ、船型データより計算

安全対策

限定沿海以遠を航行区域とする小型旅客船の安全性を更に高める観点から、以下の対策を義務付ける。（実施目途：R7年度）

① 水密全通甲板の設置 及び ② いずれの１区画に浸水しても沈没しないように水密隔壁を設置

①水密全通甲板

②水密隔壁

座礁

37%

衝突 26%

接触

22%

浸水 5%

火災, 転覆, 

爆発等 10%

全体で
230件

※ 2008年以降の運安委報告書より集計

座礁、衝突、接触事故が約85 %

※ 荒天時を含み1年間毎日1航海（2時間）行った時、沈没に至
り得る打ち込みがある回数

船首部 船首部含む全体

船首部のみならず船体全体への打込がある

船速
波の打ち込み頻度※

船首部のみ 船首部含む全体

航海速力 1/2 3.6回/年 12.4回/年

上記の安全対策を実施することが困難な船舶（既存船や5トン未満の小型船）に対しては、以下の代替措置を義務付ける。

① 浸水警報装置及び排水設備の設置 又は ② 不沈性の確保（全没水しないこと）

今後、これらの安全対策を実施するための詳細を検討。

（KAZUⅠが該当）


